
 

 

 
 

 研削砥石は、建設工事等で加工物を研削、切断するの

に幅広く利用されており、労働安全衛生規則第３６条第

１号では、研削といしの取替え又は取替え時の試運転の

業務は、特別教育修了者が行う事になっており、事業者

は特別教育を行わなければなりません。 

建設業部会では、労働安全衛生法に基づく特別教育を

実施することを通じ、従業員の技能及び資質の向上を図

ることにより、今後の経営改善に資することを目的に標

記講習会を開催いたします。是非、この機会に受講して

いただくことをお勧めします。 

              記 

日  時：９月９日（日） 

午前８時３０分～午後４時４０分 

会  場：調布市商工会館 

受講資格：講習日までに満１８歳以上である事 

受 講 料：１２，０００円 

定  員：２０名（先着順） 申込期限 8 月２４日（金） 

講  師：コマツ教習所㈱東京センタ担当講師 

申込方法：下記申込用紙に記入の上、ＦＡＸ又は電話にてご連絡ください。 

      改めて指定申込書・請求書を郵送しますので必要事項を記入し 

ご返送ください。 

申 込 先：調布市商工会 溝渕 ＦＡＸ042-485-9951 ＴＥＬ485-2214 

主 催 「オンリーワンの技術を活かします！」 調布市商工会 建設業部会 

グラインダ（研削砥石）取扱業務講習会申込書  平成２4 年 月  日 

 

事業所名                  電話  （   ）    

 
受講者名                               
（複数名の受講希望者がある場合、適宜ご記入ください。） 

 

 

調布市商工会 建設業部会員の皆様へ

研削砥石の取替え又は取替え時
の試運転の業務に、資格が要るの
をご存知ですか！？ 


